
ＳＤ実施のための教職員の人材育成の基本方針・目指す教職員像 

 

 

【基本方針】 

 本学の教職員の人材育成に関しては、各教職員の能力の向上と意識改革を図るこ

と、及びそのための研修や講習会などを行い、人材の育成を行うことを基本方針と

する。 

 

 

【基本方針に基づく目指す教職員像】 

１． コミュニケーションを大切にし、信頼を得られる教職員 

２． 常に問題意識を持ち、課題解決に向けて、自ら積極的に行動する教職員 

３． 職務に必要な知識・技能を身に付け、向上心を持って成長する教職員 

 


